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埼玉県青少年健全育成審議会 議事録要旨 

 

日  時 
平成２７年９月１４日（月） 

午前１０時００分から１１時５５分 

場  所 埼玉県知事公館 中会議室 

出席者数 ９名 

出席委員 
関根（正）委員、東谷委員、武内委員、齋藤委員、 

沼野委員、平本委員、水野委員、生駒委員、伊地知委員 

欠席委員 明石会長、吉川委員、橋本委員、中村委員 

諮問事項 

その他 

 

 

（１）平成２７年度埼玉県推奨図書の諮問について 

 

（２）埼玉県青少年健全育成条例の改正について 

 

（３）現行プランの平成２６年度達成状況及び平成２７年度取組目標について 
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１ 開 会 

  

２ あいさつ 

   渡辺青少年課長 

 

３ 会長代理の指名 

   明石会長及び吉川会長代理が欠席の為、埼玉県青少年健全育成審議会規則 

  第４条第３項により、事前に明石会長が東谷委員を会長代理に指名した。 

 

４ 議事録署名委員の指名 

   齋藤委員、沼野委員 

 

５ 議事要旨 

（１）議事（１）平成２７年度埼玉県推奨図書の諮問について 

事務局及び優良図書選定委員会の松村会長から、資料１に基づき説明をし、

図書を閲覧した後、委員から次のとおり質疑等があった。 

 

（東谷会長代理） 

 広報活動については、過去にも大宮駅の構内で並べてみたらどうか、移動図

書館のような形で車に積んで回ってみたらどうか、など色々な意見があったと

思うが、広報活動としてはリーフレットを配るという以外に何かあれば教えて

ほしい。 

 

（事務局） 

 推奨図書の普及に向けて、ということで少しお話させていただく。改めて簡

単に説明すると、リーフレット５０万部を作成し、県内の小学生には全員に配

付する。併せて中学校、高等学校には５０部ずつ送付する。また、市町村の図

書館２１４施設にも各５０部配布したい。また、書籍組合加盟の書店に３万部

送付する。それ以外には、各市町村教育委員会、行政機関、幼稚園、保育園に

も今年度は配布したい。併せて大型書店等にも足を運んで依頼するつもりであ

る。展示については、県立図書館、ブックフェアといったところで推奨図書の

展示とリーフレットを置いていただくよう働きかけてまいりたい。 

 また、県庁のホームページはもとより、図書館協会、教科書供給所といった

ところのホームページにも掲載を依頼するとともに、埼玉新聞、彩の国だより、

私立幼稚園の広報紙などにも載せていただくようにお願いしたい。 

 移動図書館や駅構内での展示などの広報活動については、もう一度こちらで

検討させていただき、できることを少しでも多くして普及に努めてまいりたい。 

 

（東谷会長代理） 
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 本自体を購入するかどうかはそれぞれの図書館の判断になるか。 

 

（事務局） 

 通知の中で配架していただくようお願いしている。実際に購入していただけ

るかどうかは、それぞれの小学校、中学校等の判断となる。 

 

（東谷会長代理） 

 どのくらい購入されているか、どのくらい本が並んでいるか分かるか。 

 

（事務局） 

 小・中・高等学校では配架状況のデータのみである。平成２５年度の推奨図

書について１年かけて配架状況を調べた。小学校は８２１校中２５２校でアン

ケートに回答いただいた。その２５２校のうち２５１校が全ての図書１５冊に

ついて配架済みとの回答をいただいている。 

 中学校については、４５２校中１５７校から回答をいただいた。１５７校の

うち１４７校の学校で配架されている。 

 高等学校については、２０５校中１０７校から回答いただいている。１０７

校のうち９８校で配架済みとの回答である。 

 アンケートは回答していないけれども配架しているという学校もあると思

うので、これ以上の数値になるかと推察している。 

 今年度リーフレットを配布する際に、昨年度推奨させていただいた３０冊の

配架状況調査も併せて行い、来年度も御報告ができるようにしたい。 

 

（東谷会長代理） 

 配架だけでなく、学校や生徒から推奨図書はやっぱりいいね、というような

反響はあるか。 

 

（松村会長） 

 埼玉県学校図書館協議会でも、年間計画を出す中で、地区理事から各学校の

図書館主任へ、予算の執行計画を立てていただくようお願いしており、これか

らもそれを継続してまいりたい。 

 昨年度、御意見をいただいたので、リーフレットの中に子供たちの感想を添

えた。図書室に並べて、子供たちに「読んだ？」、「どうだった？」と感想を聞

くと、新しい本に対しては素直に「おもしろかったよ」という声がある。科学

本はとにかく知らない世界の話なので良い反応である。今回も子供たちにも読

んでもらって、選定の段階にも子供たちの反応や感想の良い本を含めているの

で、配架した後も同じような感想が得られるのではないかと考えている。 

 

（水野委員） 
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 推奨が決定した後、私ども書店組合の代表が、児童図書協会の代表及び大手

取次の問屋と会合を持ち、出版社での冊数の確保及び各取次書店への配本の手

配を行い、一冊でも多くの推奨図書が青少年の目に触れ、手に取られ、購入さ

れるように努力してまいりたい。 

 私どもの書店組合は、現在１７０名の会員がいるが、教科書を取り扱ってい

る書店が大多数を占めているので、学校での購入にも尽力していただけるよう

な形がとられている。 

 また、教科書供給所の埼玉書籍で、全ての推奨図書を店頭に揃え、リーフレ

ットも常備して、皆様のお目に触れるように、かなりのＰＲ活動が行われる。 

 このような形で、青少年の健全育成のための良書普及活動を進めている。 

 

（生駒委員） 

 小学校で読み聞かせの支援をしているが、どこかから回ってきた本で、これ

は読みたい、と思う本がいくつもある。学校で昼休みに子供たちの中で紹介す

ると、興味を持って子供は読むらしい。学校でも、司書や先生方と相談しなが

ら、子供たちも巻き込んだ形の普及活動を進めたり、各小学校にいる読み聞か

せのボランティアが推奨図書を入れてもらうようにしていったりすれば、予算

もかからずに広めていけるのではと思う。 

 

（東谷会長代理） 

 読み聞かせのボランティアは、小学校の場合、どの時間帯にどのように活動

されているのか。 

 

（生駒委員） 

 学校によって違うが、各学校は、授業が始まるまでの数十分を色々な時間に

充てている。週に１回朝読書の時間があり、そこにお母さんたちが行って読ん

だり、お昼の１０分休みにも読んだり、授業中にも時間をとる学校もある。 

 

（東谷会長代理） 

 本離れと言われているが、子供たちは本の読み聞かせに集まってくるか。 

 

（生駒委員） 

 すごく興味を持って読んでくれと言って聞いてくれる。低学年で騒がしいク

ラスでも読み聞かせが始まると静かに聞いているので、やっぱり本に触れる環

境が減ってきているだけで、興味がないということはないのだなと感じる。 

 

（伊地知委員） 

 私のやっている読み聞かせボランティアの話を少しさせていただく。毎週木

曜日８時４０分から５０分の間、近所のおばさんたちを中心に小学校に読み聞
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かせに入っている。そのときにリーフレットが県から市、そして小学校に回っ

てくると、やはりリーフレットが私たちの目安になり、「この本良さそうね」、

とその中の本を中心に読んだりしている。また、本を買うお金が各学校少ない

ので、アルミ缶を近所の方々から集め、お金に換えて、それを本を買うお金に

している。 

 私が住んでいるところでは、読書郵便というものがあり、去年までは小学生

が、親やお兄さんお姉さんに、「この本良かったよ」と言って、絵を描いたり

どこが良かったかということ書いたりして家族あてに郵便する。そこにまたお

父さんやお兄さんお姉さんが返事をするということに町ぐるみで取り組んで

きた。それが市ぐるみの取組になったので、私たち大人もそれに取り組んで、

今読書郵便を盛んにさせようとしている。読書離れが進んでいるが私が住んで

いるところは読書がとても盛んになって近所の大人同士でも「あの本読んだ？」

「おもしろかったよね」ということが会話の中に入ってきている。 

 私はネットアドバイザーをしているが、子供安全見守り講座の際は、私が気

に入った絵本を必ず持って行って、携帯電話の話をした後に、親子の触れ合い

の中で絵本の紹介を少ししている。 

 

（東谷会長代理） 

 予算の関係で仕方がないのかもしれないが、近所の方がアルミ缶を集めて本

を買わなければならないというのは大変である。先ほど言ったような車に乗せ

て各小学校に一週間ずつ置いていくとか、県で何冊か用意して回すとか、何か

できればもっといいのかなと思う。 

 

（事務局） 

 推奨図書については各学校に配架状況のアンケートを取っているが、はっき

り申し上げて配架はあまり進んでないかと思う。ただ一方配架している学校数

をみると推奨図書を全部揃えたりするなど、取り組んでいる学校はしっかり取

り組んでいる。 

 県の推奨図書以外にも同じようなものはあるし、やはり各学校のお考えで何

を配架するかということはあると思う。 

 昨年度の９月の審議会でも図書３０冊についてお目通しいただき良書だと

いうことで推奨いただいたが、それをどう読んでいただくかということが問題

だった。昨年度２月の審議会でも推奨図書の推進ということで御報告させてい

ただいたが、チラシの配布以外でも推奨図書の展示を行ったり、県立図書館で

の巡回展示を行ったり、東販さんという図書館流通センターの方で開催するブ

ックフェアでも推奨図書の展示をしていただいたり、図書館と県民の集いでも

推奨図書のコーナーを設けたり、新しい形でＰＲをさせていただいている。 

 本離れという話だけでなく、実は本を読んでいないということが学力の低下

にもつながっているということが、指摘されている。 
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 私は電車通勤をしているが、子供たちは一昔前は本を読んでいたが、今はス

マホを見ていて、本を読んでいる子供が珍しいくらいになっている。そういっ

た状況の中、何とか幅広く本を読んでいただけるような環境づくりに取り組ん

でまいりたい。 

 私もこの３０冊全て目を通した。どれも素晴らしい本で子供たちにぜひ紹介

したいと思っている。 

 

（松村会長） 

 私は深谷市に住んでいるが、更生婦人会の方々が各学校を回ってきてくださ

り、昨年はこの推奨図書の中から３冊を全ての学校でいただいた。そういった

色々なところで何かをするときや、ボランティアをする御礼にいただくときな

どに、このリーフレットの中から選んでいただいたので、とても良かったなと

思っている。多くの方々にリーフレットが届くと色々なところで活用していた

だけるのかなと考えている。 

  

（東谷会長代理） 

 乳幼児の諮問番号１４５０の本は、家出を取り上げているがどうか。中高生

なら分かるが。逆に家出というものをこの本で学んでしまうのではないか。 

 

（松村会長） 

 子供たちが旅をしながら色々な体験をして、帰って暖かいお家がいいという

形に収まっており、結果的には家出を推奨する形ではないので、よいのかなと

思っている。 

 

（東谷会長代理） 

 最初の方はお父さんお母さんの関係で家が嫌で家を出るような絵になって

いたが、その辺は大丈夫か。 

 

（事務局） 

 確かに家出して色々なところに行く話だが、子供なので家以外の色々なとこ

ろに好奇心がある。家の中で家族と一緒に生活しているだけでなく、少し違っ

た世界に飛び出したいなと思う。ただ、行ってみるとそれなりに克服しなけれ

ばいけない課題が出てくる。それを乗り越えられなくて家に戻ってくる。そし

てまた出かけてしまうという話だが、最後は家の良さ、家族の良さ、家庭の良

さを実感するところで終わっている。違った世界に飛び出すと、そこで生活し

ていく大変さが分かり、家庭の大切さだとか良さを認識できる、そんなストー

リーだと思っている。そのような見方をしていただければよいのではないかと

思う。 
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（事務局） 

 最初はお父さんとお母さんがプーンとして子供たちが突き放されているが、

子供たちが色々な場所に冒険をして、最後のページではお父さんとお母さんが

両手を広げ、子供たちも両手を挙げて駆け寄ってくる、というストーリーにな

っているので学ぶところは多いのではないか。 

 

（東谷会長代理） 

 外の世界がどんなところか知りたいな、と行ってみたら結構大変で家に帰っ

たら良かったなというなら分かるが、例えば家でお父さんお母さんにおこられ

て嫌だなあと思って、そのとき家出というのがあるんだと思ってしまったら少

し心配だなと思うが、大丈夫か。 

 

（事務局） 

 乳幼児の子供たちを対象にしているが、最終的には家に戻ってきて、家族が

また一つになるというところまで読んでいただければ、問題ないと思う。家出

そのものは問題があり当然やってはいけないことだが、家出そのものをテーマ

にしているわけではなく、外に出たことで、色々な困難に遭う、それを乗り越

えていくことが大変だと感じ、家族、家庭の大切さを実感するというところを

テーマにしたものなので、推奨する際も、そういったコメントを考えさせてい

ただき推奨したいと思っている。 

 

（東谷会長代理） 

 中高生になると家出したいと思うときもあるかもしれないので、中高生に推

薦するのならまだいいかなと思うが、まだ家出という観念がないであろう乳幼

児だとどうなのかという気持ちはある。 

 

（事務局） 

 この本を御紹介する時には注意し推奨理由を整理させていただきたい。今後

推奨する時には、本の書名でずばりそういったふさわしくないものがあるとき

は注意させていただきたい。本としては審査し非常に良い内容であると今回諮

問させていただいているので、推奨の程よろしくお願いしたい。 

 

（東谷会長代理） 

 他に意見がなければ、今回諮問を受けた図書についてすべて推奨すべきもの

として知事に答申してよいか。 

 

（全委員） 

異議なし 
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（２）議事（２）埼玉県青少年健全育成条例の改正について 

事務局から、資料２に基づき説明し、委員からは質疑等はなかった。 

 

 

（３）議事（３）現行プランの平成２６年度達成状況及び平成２７年度取組目標に 

  ついて 

 事務局から資料３に基づき説明し、委員から次のとおり質疑等があった。 

 

（武内委員） 

例えば、青少年総合野外活動センターの利用者数５４，１１１人は目標値と

して１人の人数まで入っているが、この考え方、目標の作り方を説明いただき

たい。先ほどの優良図書でも、単に３０冊を推奨することは当然できる話だが、

効果の部分についてもう少し工夫ができないか。 

 

（事務局） 

青少年総合野外活動センターは、指定管理で運営しており、５年間の指定管

理期間がある。指定管理者が毎年度利用者数の目標を立てており、それをこち

らのプランに連動させている。 

プランには色々な項目があり、それぞれ目標の立て方に統一性があるわけで

はなく、それぞれの事業について実績がきちんと目に見えるような形で数値化

できるものについてはなるべく数値化する形で目標を立てている。 

昨年度の審議会でも、推奨図書の３０冊の是非も含め、この数値目標や評価

の仕方について、どうなのか、これが何パーセントになればいいのか、という

ような質問もいただいたところである。 

今年度は１５５項目全てについて、青少年課の目標とそれの進捗状況という

形で提示しつつ、全体の目標については資料３－２でもう少し大きな目標につ

いての現在の状況について併せて御説明をさせていただいた。県の５か年計画

の目標のうち、青少年の行政に関わるものをこちらに持ってきて連動させてい

る。 

 

（武内委員） 

   １人、２人という目標値をなぜここに出すのか、単に積み上げたものなのか、

よく分からない。目標３０冊というほかに、効果の部分について工夫する方法

はないのか。 

 

（事務局） 

   プランや行政計画についての目標値には、いわゆる行政の効果を測定すると

きのインプット、アウトプット、アウトカムというものがある。行政計画にお
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けるそれぞれの取組目標、達成目標というのは、このうちのインプット、職員

を投入する、予算を投入する、その他の色々な行政資源を投入することである。

そしてどれだけの実績が上がったかというのがアウトプットであり、達成目標

における実績値である。例えば、作文の応募数や教室の開催数、立入調査の店

舗数といったものになる。 

   武内委員が御指摘なのは、アウトプットではなく、それによって実際に青少

年の健全育成や非行防止、立ち直りといったものがどれだけ良くなったのかと

いう、いわゆるアウトカムの部分ではないかと思う。そのアウトカムのところ

を指標設定するというのが行政計画の課題である。 

   青少年健全育成・支援プランの基本目標は、「明日の埼玉を担う青少年の育

成・支援」、「青少年が安心・安全に生活できる環境の整備」、「家庭・学校・地

域が一体となった教育の推進と子育て支援の充実」である。この３つの基本目

標が最終的なアウトカムになる。それを達成するに当たって、県の各セクショ

ンにおいて所掌する事務をどれだけ実施して実績を出していけばこの基本目

標の達成に至るか、という視点でそれぞれアウトプット指標を設定して取り組

んでいるところである。 

   行政計画だけでなく、予算の執行そのものもアウトプットについて議論して

しまい、アウトカムになかなか行き着かないということがあるが、平成３０年

度からの次期プランについては、そういったところも検討しながら作成してま

いりたい。 

   推奨図書は、また３０冊でどうなのかという御指摘もあった。確かにおっし

ゃるとおりかもしれない。多くの子供たちに本を読んでもらうため、県青少年

健全育成条例に推奨図書という制度がある。ただそれは推奨図書だけではなく、

多くの本を読む習慣を身に付けてもらうことが、おそらくアウトカムになるか

と思う。本日意見をいただいたので、そういったところも検討し、推奨図書だ

けでなく本を読む習慣を高めるために、どのようなことができるかということ

について検討させていただきたい。 

 

（東谷会長代理） 

   資料３－２の２頁の「不登校児童・生徒数」は、最新値が９１２人であって

目標値が９５０人以下となっており、既に達成しているものについてそれより

も低い目標が立っているが、変えていったりはしないのか。 

 

（事務局） 

   「不登校児童・生徒数」は、計画策定時は小学校が１，０１４人、中学校が

５，０３１人であり、平成２８年度には小学校は９５０人以下、中学校は４，

５００人以下にしようと目標を設定しているが、平成２５年度の段階でこの目

標を達成している。計画策定時の目標は変えられないが、なお多く減らしてい

くような形で進めている。 
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（東谷会長代理） 

   今までも出た話だが、数字だけ見ても実態がどうなっているか分からない。

例えば３ページの「保育サービスを利用可能な児童数」は、計画策定時よりは

上がっており待機児童数も少なくなっている。しかし、保育所、家庭保育室、

企業内保育所、預かり保育などの児童数の合計となっている。認可保育所なの

か家庭保育室なのかによって環境は全然違い、そういったものをいっしょくた

にしてこれだけは入れますよ、という人数を提示されても、認可保育所に入れ

ず園庭がないとかビルの一室だとかといった所に預けざるを得ない方はたく

さんいると思うので、少し違うのかなと思う。もう少し細かく見えるような数

字にしてくれるともっと良いのではないか。 

 

（関根委員） 

   資料３－３の青少年課分については、例えば青少年総合野外活動センターは、

指定管理者から目標値が上がってきたということだが、上がってきたものに関

して青少年課がそれぞれ意見を付けて返したり、目標数の設定を少し変えたり

しているのか。それても上がってきたとおりの数値になっているのか。 

 

（事務局） 

   指定管理者を選定する段階で５年間の目標を出していただき、それについて

ここに掲載している。その前の計画に沿ってまた毎年度変えていけばいいので

はといった御指摘かと思うが、この計画については最初指定管理者が提案して

きた目標に沿って記載している。 

 

（事務局） 

   青少年総合野外活動センターの指定管理者については、５年間の二巡目に来

ている。御存じのとおり今年度末廃止予定で、二巡目の最終年度になっている。

利用者数の推計は、５年間の指定管理をする前に指定管理者の方から出しても

らう。それを基にして、管理協定を結び各年度の業務を実施するが、その段階

において、利用者数はその施設の経営状況・収支状況を表してくるので、それ

が本当に達成可能か現実的かについては、青少年課が指定管理者と事前に協議

した上で、利用者数については調整をさせていただいている。また、指定管理

者が運営している施設の利用者数については、議会にも毎年度報告をしており、

各施設について昨年度の業務実績、集客状況、そして来年度それを踏まえた形

の利用計画、利用目標について、御指導いただきながら適切な施設の運営に心

掛けている。 

 

（関根委員） 

   自分たちで作った目標に対して県からこういう形で質問なりなんなりの形
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で戻ってきたという跡が見えると、そこで一つ緊張感が生まれると思う。そう

すればこれに向かって何かやらなくては、と思うのではないか。おそらく目標

を１人の単位まで立てるというのは、何かの係数を掛けて出したままになって

いるのではという気がしてしまう。平成２５年度実績に対して平成２６年度実

績はそれほど下がらなかったが、そもそも平成２６年度目標をなぜ一万人減ら

したのかということもある。次の目標をどういう根拠で立てているのか、少し

質問を返すだけでも変わってくるのではないか。それぞれの項目を見ていると

いうことを示すことが大事である。 

 

（東谷会長代理） 

   資料３－３でネットアドバイザーの項目がいくつか出ているが、ネットアド

バイザーの伊地知委員は増えてるなど何か最近の感想はあるか。 

 

（伊地知委員） 

   去年活動していて、とても増えたという印象はある。去年より活動させてい

ただいている。 

 

（事務局） 

   ８月３１日現在の申込数は３１１団体である。８月３１日の段階で既に１７

５回の講座を終了した。昨年度実績は３４１団体、延べ１０８，０００人の参

加者だったが、今年度１７５の講座が終了した時点で３０，２００人を超えて

いる。親子講座の開催が増え、その関係で受講者も増えている。平成２７年度

目標の３００団体は超える数の申し込みがきている状況である。 

 

（事務局） 

   子供見守り安全講座の実施回数は、真に御指摘のあったアウトプットであり、

開催をした実績だけがここに上がっている。アウトカムについて色々検討して

いる中で出てきているのが、議事（２）でも御説明させていただいたが、青少

年健全育成条例では、携帯電話・スマートフォンにフィルタリングを義務付け

する取組をしている。そのフィルタリング利用率について、保護者対象の調査

で、全国調査である内閣府の調査と本県教育委員会の独自調査を比較すると、

携帯電話の場合、小中高校生の合計で、フィルタリング利用率は内閣府調査が

６１％、県調査が９０％となっている。スマートフォンの場合、内閣府調査が

４６％、県調査が６７％である。全国のフィルタリング利用率の実態調査と比

較すると本県の保護者がしっかりとフィルタリングに対応している割合が高

くなっている。フィルタリング利用率についてもアウトカムではなくアウトプ

ットではないかという御議論もあるかもしれないが、子供安全見守り講座や学

校におけるＩＴ教育などの取組によって、このフィルタリング利用率が高まっ

ていると、これらの調査から言えるのではと思う。 アウトプットとアウトカ
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ムについての御指摘があったかと思うので、子供安全見守り講座の開催実績に

関連して御説明させていただいた。 

 

（沼野委員） 

   こういったプランは、予算の概要など、流れが分からないと、どこに重点を

置いているのか分かりづらいところがある。難しいかもしれないが、少しそう

いった部分も含めていただければ我々も判断しやすいのかなと思う。 

 

（平本委員） 

   私は八潮で青少年育成推進員をやっているが、こちらの資料３－３の基本目

標Ⅱに「青少年健全育成条例に基づく立入調査店舗数」とあるが、これはそう

いった団体が行ったものか。 

 

（事務局） 

   立入調査については、県の職員のみが行っており、それのみの数字になる。 

 

（事務局） 

   青少年健全育成推進員というのは、もとの環境浄化委員ということであり、

地域における子供たちの環境を良くしようと活動を始められた皆様である。健

全育成推進員は、有害図書や夜間の出入りなどについて立入検査をする権限は

ないが、声掛けをする、そして著しい不備がある店舗については警察に通報し

ていただき、警察から指導していただいている。 

   立入調査は、青少年課と地域振興センターの職員が定期的に行い、例えば、

特に夜間に事業所の中に青少年を立ち入らせないことや、有害図書などを置い

ている場合はきちんと区分することなど、条例に基づく義務事項の順守を図っ

ていただくよう指導している。 

 

（平本委員） 

   たとえば有害図書については、コンビニでは区分されているが、小学校の近

くで広い幅で置いてあるコンビニがあり、どうなのかと思うことがある。お店

の考えなので、あまり強くは言えないのか。私も見ても何も言えるわけではな

い。立入調査された時にどのような対処をされるのか。お店によってはほんの

少しのところもあるが。 

 

（事務局） 

   条例に基づいて言えることは、きちんと区分しているか、シール止めして立

ち読みできないようにしているか、青少年は購入できませんよという表示をし

ているか、ということだけである。コンビニなどの場合、なるべく有害図書を

扱わないようにという依頼はしているが、規制まではされていない。個別に苦



13 

 

情などあれば言っていただければ、強制で排除することは難しいが、店主に対

して説明し理解を求めていくことはできる。 

 

（東谷会長代理） 

   シール止めしてあっても表紙などは見えてしまう。それはやむを得ないのか。 

 

（事務局） 

   条例でいうと、区分しているか、シール止めしているか、表示をしているか、

ということである。コンビニによっては、有害図書を一切置かないという取組

をされているところもあるので、そういった取組が普及するよう働きかけをし

ている。 

 

（東谷会長代理） 

   本日の議事はこれで終了した。これまでの議事を含め、何か質問、意見はあ

るか。 

 

（平本委員） 

   娘は私立の保育士をしているが、推奨図書のことは知らないと言っていた。

小中高等学校の配架状況は調べてらっしゃるが、幼稚園や保育園は数が多いか

ら難しいのか。リーフレットを配布はしてもその後の結果はどうなのか。 

 

（事務局） 

   平成２５年度調査においては行っていないが、対象範囲を広げて通知文とと

もに依頼をすれば、平成２７年度の推奨図書から結果が出るようにはなる。拡

大できるところはしていきたい。 

 

（水野委員） 

   書店組合としても有害図書は重要な問題だと認識している。理事会の中で青

少年健全育成の分野も取り上げ努力目標として頑張っていきたい。 

 

（生駒委員） 

   インプット、アウトプット、アウトカムという話はとても腑に落ちた。議論

がとても消化不良に終わっている原因はここにあるのではないかと思う。予算

の部分やアウトカムがなければ話し合いのしようがないという感じがする。ぜ

ひ今から頑張っていただいて、３年後までにアウトカムがここに表示されるよ

う期待したい。 

 

（伊地知委員） 

   ネットアドバイザーの活動をしていて特に感じることは、小学生や中学生が
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自らルール作りをしている状況になりつつあるということだ。この間ＮＨＫの

ニュースで、浦和高校が映っており、ＩＴ断食という、生徒が一日携帯を持た

ないで過ごす様子が出ていた。自ら子供たちが、スマホや携帯電話、ゲーム機

について考えるようになってきていると感じる。ネットアドバイザーとしてさ

らに働きかけたい。 

 

（沼野委員） 

   青少年健全育成の取組はやはり大人に反映すると思う。今たまたま国勢調査

をやっているが、アパートやマンションに住んでいる若い人たちは、表札もな

いしポストにもテープをしていて全然駄目である。昨日もやったが、１階が６

世帯、３階建てのアパートで、書いたのは一人だけだった。想像以上に閉鎖的

でほとんど会えないためポスティングになってしまう。急激な変化にびっくり

した。若い時から人とのコミュニケーションが要らなくなってしまった、嫌が

っている、という人が相当増えてしまったわけである。まず、ネット関係の急

速な変化に対して、早く対応してほしい、予算を作ってほしいと感じる。 

 

（齋藤委員） 

   青少年の教育という立場からみると、取組に対しての成果が目に見えて出な

いのが青少年の健全育成の部分だと思っている。ＰＴＡ活動は特にそういった

部分があり、一生懸命活動したからといって子供たちが目に見えて変わってく

るとか、それを行った保護者が褒められるということも決してない。しかし、

それを言い出したらきりがないので、自分たちが信じたことを、活動を、地道

にしっかりやっていくしかないのかなと思っている。 

   確か有害図書は３０年前も５０年前もあった。今なくなっていないのは何故

かというと、多分なくすことは出来ないのだと思う。実際に子供たちが触れて

しまうものは必ず出てくるはずなので、そこに対して我々が対応したりお話し

たりしていくことが大切なのではないかと思っている。 

   青少年健全育成・支援プランは５年というスパンがあるが、子供たちも大人

も取り囲まれている環境がものすごいスピードで変わっているので、５年とい

う括りが本当にいいのかどうかということも少し考えてもらえるといいので

はないか。 

   今、文部科学省では学校教育の中でデジタル教科書を使用する話が出てきて

いる。今後必ずデジタル教科書に変ると思う。これが２年後なのか３年後にな

るのか分からないが、ＩＣＴ教育が教育現場に入ってきているのは事実である。

そういったものにどう触れていくのかということは、私たち大人だけではなく

子供たちも一緒に自分たちが考えていかなくてはならない時期に来ていると

思う。今までの価値観ではなく全く新しい価値観の中で考えていかなくてはな

らない。難しいことは出てくると思うがそのような意識を持たないと何も変わ

っていかないのではという意識は強く持っている。 
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（武内委員） 

   私は行政をやっていたので良く知っているが、アウトカムを表示することは、

アンケート調査をするなど非常にエネルギーが必要で、おそらく大変だと思う。

しかし、やはり少し工夫をしていただきたいのと、本当に全部数値化するのが

正しいのかどうかということも検討してほしい。 

 

（関根委員） 

   読書については、日頃感想文とか課題を与えて学校毎に工夫されてはいると

思うが、やはり一冊購入して感想文を書けというのは今の時代、色々厳しい状

況にあるのかなと思う。夏休みとか冬休み限定にするのではなく、年間を通じ

て回し読みという形でやるなどの工夫が必要ではないか。教科書からの離陸と

いわれ、教科書だけでなく新聞や推奨図書などによって学ぶことは多い。がん

じがらめで大変だと思うが、それを授業や色々なものに取り入れて子供たちが

触れる機会を与えられればと思う。 

 

（東谷会長代理） 

   推奨図書を少し読むだけでも色々な世界が広がっておもしろいし、一人でも

多くの子供が読んでくれたらいいなと思う。しかし、今は大人がそもそも本を

読んでいない、電車の中でもスマホでゲームか検索をしている状態なので、大

人の意識も少し変えていかないといけないのかなと思っていた。小学校で読み

聞かせのボランティアをされていることは素晴らしいと思う。今後もそういっ

た取組が増えていくといい。買うのが大変な方も多いと思うので推奨するだけ

でなく一人でも多く手に取れるような取組ができたらよいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


